
 

   令和 5 年発 行「 長 崎県 高等 学 校  み ん なで 使え る 薬 品管 理 マニ ュア ル 」  

 訂正 箇 所一 覧  

                                                 

 

 

ペー ジ  

 

 訂 正 前  

 

 訂 正 後  

 

表紙裏  

 

 

最下 行  

 〇 〇 高校  

 

 

 諫 早 高校  

１３  

 

無水 酢 酸  

危険 性 ・分 類    第四 類  

 

無水 酢 酸  

危険 性 ・分 類   劇   第 四類  

 

２８  

 

 

 

 

 

 

劇薬  

２０ ５  塩 基類  

 

２０ ６  ハ ロゲ ン 化 物  

 塩 化 銀 (Ⅰ )  

 

２０ ９  そ の他 の 塩  

 臭 酸 第二 鉄  

「水 酸 化銅 (Ⅱ )」 を 追加  

 

 

削除 （ Ｐ３ ２へ ）  

 

 

削除 （ Ｐ２ ９へ ）  

 

２９  

 

 

 

 

 

２１ １  一 般有 機 劇 物  

 

 

 

 

 

「シ ュ ウ酸 鉄 (Ⅱ )二 水和 物 」  

「シ ュ ウ酸 鉄 (Ⅲ )六 水和 物 」  

「カ テ コー ル」  

「レ ゾ ルシ ン」  
「ヘ キ サメ チレ ン ジ アミ ン 」  

  以 上を 追加  
 

 

３２  

 

 

 

 

 

４０ ５  塩 基類  

 水 酸 化銅  

 

４０ ６  ハ ロゲ ン 類  

 

 

 

削除 （ Ｐ２ ８へ ）  

 

「塩 化 銀 (Ⅰ 」を 追 加  

 

 

３３  

 

 

 

 

 

 

４１ １  指 示薬 ・ 酵 素類  

 カ テ コー ル  

 

４１ ２  塩 基化 合 物 一般  

 ヘ キ サメ チレ ン ジ アミ ン  

 レ ゾ ルシ ン  

 

 

削除 （ Ｐ２ ９へ ）  

 

 

削除  

削除  

 

６０  

 

 

X I  

 

 

X  

 

 

 薬品管理マニュアルは、「毒物及び劇物取締法」「消防法」を元に作成しています。 

規約などの改正に伴い上記の訂正をお願いいたします。  

 

 薬品名をネットで検索すると様々な企業から出された「安全データシート」がヒッ
トします。その際は、主に右上に記載してある作成日、改定日を確認して下さい。古
いものですと規約の改正が反映されていないことがあります。  

   

 

                                                        令和６年５月２４日  

         薬品管理マニュアル改訂委員会  


